
久喜市組織規則の全部を改正する規則 

 久喜市組織規則（平成２２年久喜市規則第５号）の全部を次のように改正する。 

（目的） 

第１条 この規則は、法令、条例及び他の規則に定めるもののほか、市長の補助

機関に関する組織について必要な事項を定めるとともに、その所掌事務を明確

にし、もって行政事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。 

（行政機能の発揮） 

第２条 補助機関は、相互に緊密な連絡を図り、全て一体として行政機能を発揮

するようにしなければならない。 

（組織） 

第３条 久喜市部設置条例（平成２２年久喜市条例第９号）第１条に定める組織

に、次の表の室及び部名欄に掲げる室及び部に、同表の課名欄に掲げる課等を

置き、これらの課等に、それぞれ同表の係名欄に掲げる係を置く。 

室及び

部名 

課名 係名 

市長公

室 

秘書課 秘書係 

危機管理課 危機管理係 消防団係 

シティセールス

課 

広報広聴係 マーケティング係 

総合政

策部 

企画政策課 企画政策係 行政管理係 

財政課 財政係 契約係 

情報推進課 システム管理係 統計係 

アセットマネジ

メント推進課 

管理・計画係 施設係 

総務部 庶務課 庶務・文書法規係 



人事課 人事研修係 給与厚生係 

管財課 管財係 

人権推進課 人権推進係 男女共同参画係 

しょうぶ会館  

市民税課 市民税第１係 市民税第２係 諸税係 

資産税課 土地係 家屋係 

収納課 収納管理係 徴収係 債権整理係 

市民部 市民生活課 自治振興係 市民活動推進係 市民生活・防犯係 

市民課（総合窓

口） 

市民・パスポート係 戸籍係 

交通住宅課 交通係 住宅係 

環境経

済部 

環境課 ゼロカーボン推進係 環境保全・衛生係 

資源循環推進課 計画推進係 施設整備係 廃棄物収集係 

農業振興課 農業振興係 農村整備係 

商工観光課 商工労働係 観光係 

福祉部 社会福祉課 社会福祉係 福祉監査係 菖蒲福祉係 栗橋福祉係 

鷲宮福祉係 

生活支援課 管理係 生活保護第１係 生活保護第２係 生活保

護第３係 

障がい者福祉課 障がい者福祉係 自立支援第１係 自立支援第２係 

高齢者福祉課 高齢者福祉係 地域包括支援係 

介護保険課 介護管理係 保険料・給付係 介護認定係 

健康ス

ポーツ

部 

健康医療課 健康企画係 地域医療係 

地域保健課 保健総務係 地域保健第１係 地域保健第２係 

国民健康保険課 国保管理係 給付係 保険税係 



スポーツ振興課 スポーツ企画推進係 スポーツ施設係 

こども

未来部 

子育て支援課 こども企画係 医療手当係 菖蒲こども未来係 栗

橋こども未来係 鷲宮こども未来係 

こども家庭保健

課 

こども家庭係 母子保健係 

保育幼稚園課 管理係 給付係 

こども育成課 児童青少年係 

建設部 建設管理課 管理係 調査係 用地係 

道路建設課 道路整備係 街路整備係 

道路維持課 維持係 道路レスキュー係 

治水河川課 計画・維持係 工務係 

まちづ

くり推

進部 

都市計画課 計画・堤防対策係 開発指導係 

都市整備課 都市施設整備係 

産業拠点整備推

進課 

スマートＩＣ推進係 産業基盤推進係 

公園緑地課 計画整備係 施設管理係 

建築審査課 企画指導係 建築審査係 

上下水

道部 

上下水道経営課 下水道経営係 料金係 

下水道施設課 工務係 維持係 排水係 

２ 前項に規定するもののほか、次の表の左欄に掲げる課等は、同表の中欄に掲 

げる機関又は施設を所管し、同機関又は施設には同表の右欄に掲げる係を置く。 

課等 機関又は施設 係 

情報推進課 デジタル戦略室  

庶務課 環境経済・教育分室 公文書館  

人事課 職員健康支援室  



管財課 検査室 本庁舎整備推進室  

市民生活課 消費生活センター 久喜中央コミュニティセ

ンター 清久コミュニティセンター 久喜東

コミュニティセンター 

 

資源循環推進課 余熱利用推進室  

社会福祉課 ふれあいセンター久喜 ふれあい係 

高齢者福祉課 菖蒲老人福祉センター 彩嘉園 鷲宮福祉セ

ンター 

 

地域保健課 予防接種室  

子育て支援課 久喜地域子育て支援センター 栗橋地域子育

て支援センター 鷲宮地域子育て支援センタ

ー 

 

保育幼稚園課 さくら保育園 すみれ保育園 ひまわり保育

園 中央保育園 

 

こども育成課 児童センター 鷲宮児童館  

都市整備課 駅周辺再開発推進室  

（行政センターの分課等） 

第４条 久喜市行政センター設置条例（令和５年久喜市条例第３２号）第２条に

定める行政センターに、次の表に掲げる課名欄に掲げる課を置き、これらの課

に、それぞれ同表の係名欄に掲げる係を置く。 

菖蒲行政センター 

課名 係名 所属部 

菖蒲行政センタ

ー 

総務・人権係 地域振興係 市民係 市民部 

栗橋行政センター 



課名 係名 所属部 

栗橋行政センタ

ー 

総務・人権係 地域振興係 市民係 市民部 

鷲宮行政センター 

課名 係名 所属部 

鷲宮行政センタ

ー 

総務・人権係 地域振興係 市民係 市民部 

２ 前項の規定にかかわらず、次の表に掲げる係名欄に掲げる係が、それぞれ同

表に掲げる事務欄に掲げる事務を処理するときにあっては、同表の所属部欄に

掲げる部又は室の所属とみなす。 

係名 事務 所属部 

総務・人権係 人権啓発活動、人権相談に関する事務及び

女性の相談に関する事務並びに各行政セ

ンター所管区域の市有財産の管理及び処

分に関する事務 

総務部 

地域振興係 防災、災害対策に関する事務及び消防団と

の連絡調整に関する事務並びに各行政セ

ンター所管区域における局所的災害への

対応に関する事務 

市長公室 

３ 第１項に規定するもののほか、次の表の左欄に掲げる課は、同表の右欄に掲

げる施設を所管する。 

課名 施設 

菖蒲行政センタ

ー 

森下コミュニティセンター 

栗橋行政センタ 栗橋中央コミュニティセンター 



ー 

鷲宮行政センタ

ー 

鷲宮中央コミュニティセンター 

（総務担当課の設置） 

第５条 次の表の左欄に掲げる室及び部（以下この条において「部等」という。）

に置く同表の右欄に掲げる課を当該部等の総務担当課とする。 

部等 総務担当課 

市長公室 秘書課 

総合政策部 企画政策課 

総務部 庶務課 

市民部 市民生活課 

環境経済部 環境課 

福祉部 社会福祉課 

健康スポーツ部 健康医療課 

こども未来部 子育て支援課 

建設部 建設管理課 

まちづくり推進部 都市計画課 

２ 総務担当課においては、その属する部等に係る次に掲げる事務を所掌する。 

（１） 部内の事務事業の総合調整に関すること。 

（２） 部内の予算及び決算の調整に関すること。 

（３） 部内の事務分掌の調整に関すること。 

（４） 部内の議案等の取りまとめに関すること。 

（５） 部内の他課に属さない事務の処理に関すること。 

（６） 部の庶務に関すること。 

（７） その他部内の連絡調整に関すること。 



（分掌事務） 

第６条 第３条第１項に規定する組織の分掌事務は、次のとおりとする。ただし、

これを狭義かつ制限的に解釈してはならない。 

 市長公室 

秘書課 

（１） 市長及び副市長の秘書に関すること。 

（２） 儀式及び式典に関すること。 

（３） 市民の褒賞及び表彰に関すること。 

（４） 市長会に関すること。 

（５） 渉外に関すること。 

危機管理課 

（１） 地域防災計画及び防災会議に関すること。 

（２） 防災及び災害対策に関すること。 

（３） 危機管理の総合調整に関すること。 

（４） 国民保護に関すること。 

（５） 新型インフルエンザ等対策行動計画及び対策本部会議に関すること。 

（６） 埼玉東部消防組合との連絡調整に関すること。 

（７） 利根川栗橋流域水防事務組合との連絡調整に関すること。 

（８） 消防団に関すること。 

シティセールス課 

（１） 広報活動の企画及び実施に関すること。 

（２） 広聴活動の企画及び実施に関すること。 

（３） ホームページに関すること。 

（４） 市政に関する情報の提供に関すること。 

（５） 請願及び陳情の取りまとめに関すること。 

（６） 報道機関との連絡調整に関すること。 



（７） 久喜ブランドの推進に関すること。 

（８） ふるさと納税に関すること。 

（９） 企業版ふるさと納税に関すること。 

（１０） 地域の特色及び魅力の戦略的な情報発信に関すること。 

（１１） マーケティングに関すること。 

（１２） 移住及び定住施策の調査、研究及び推進に関すること。 

総合政策部 

企画政策課 

（１） 市政の基本的施策の企画に関すること。 

（２） 行政施策の執行方針の総合調整に関すること。 

（３） 市長の指定する政策の調査、研究及び推進に関すること。 

（４） 行政組織に関すること。 

（５） 総合振興計画に関すること。 

（６） 広域行政施策の調整に関すること。 

（７） ボートピア栗橋周辺環境対策に関すること。 

（８） 合併に係る諸問題の整理、調整及び解決に関すること。 

（９） その他企画及び政策に関すること。 

（１０） 行政改革の推進に関すること。 

（１１） 行政評価の推進に関すること。 

（１２） 事務改善及び職員提案に関すること。 

（１３） ＰＰＰ及びＰＦＩ制度に関すること。 

（１４） 指定管理者制度に関すること。 

財政課 

（１） 財政計画の立案及び調整に関すること。 

（２） 予算編成及び執行管理に関すること。 

（３） 予算の執行計画及び配当に関すること。 



（４） 地方交付税及び諸交付金に関すること。 

（５） 地方債に関すること。 

（６） 決算及び決算統計に関すること。 

（７） 財政事情の公表に関すること。 

（８） 財政事務の総合調整に関すること。 

（９） 入札参加資格者の登録に関すること。 

（１０） 指名競争入札参加者選定委員会に関すること。 

（１１） 電子入札制度に関すること。 

（１２） 契約制度に関すること。 

（１３） 入札制度改革の調査、研究及び企画に関すること。 

情報推進課 

（１） 電子計算システムの運用及び管理の調整に関すること。 

（２） 統計法（平成１９年法律第５３号）に基づく統計調査（他課で所掌す

るものを除く。）に関すること。 

（３） 統計資料の編集及び発行に関すること。 

（４） 統計調査員確保対策に関すること。 

アセットマネジメント推進課 

（１） アセットマネジメントの推進に関すること。 

（２） 公共施設の跡地利用に関すること。 

（３） 市有建築物の新築及び増改築工事に関すること。 

（４） 市有建築物の計画及び維持管理の相談に関すること。 

総務部 

庶務課 

（１） 議会の招集及び議案に関すること。 

（２） 条例及び規則等に関すること。 

（３） 行政不服審査、訴訟及び和解に関すること。 



（４） 公示に関すること。 

（５） 文書事務に関すること。 

（６） 公印の管理に関すること。 

（７） 行政手続に関する事務の総合調整に関すること。 

（８） 自衛官募集事務に関すること。 

（９） 字の区域及び名称の変更の告示に関すること。 

人事課 

（１） 職員の人事配置に関すること。 

（２） 職員定数に関すること。 

（３） 職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。 

（４） 職員の給与等に関すること。 

（５） 職員団体に関すること。 

（６） 職員研修に関すること。 

（７） 職員の福利厚生に関すること。 

（８） 公務災害に関すること。 

 管財課 

（１） 市有財産の管理及び処分に関すること。 

（２） 公有財産台帳の整備及び保管に関すること。 

（３） 公共施設の保全に係る総合調整に関すること。 

（４） 市庁舎の管理に関すること。 

（５） 公用自動車の管理に関すること。 

（６） 市の境界区域及び面積に関すること。 

（７） 市旗及び市章の管理及び保管に関すること。 

（８） 来庁者の受付及び案内に関すること。 

（９） 寄附の受付及び取扱いに関すること。 

人権推進課 



（１） 人権施策の総合的な企画及び調整に関すること。 

（２） 人権施策の推進に関すること。 

（３） 人権啓発及び人権相談に関すること。 

（４） 人権擁護委員に関すること。 

（５） 住宅資金貸付けに係る債権管理に関すること。 

（６） 男女共同参画の総合的な企画及び調整に関すること。 

（７） 男女共同参画の推進に関すること。 

（８） 男女共同参画の啓発に関すること。 

（９） 男女共同参画に係る相談に関すること。 

（１０） 女性保護に関すること。 

（１１） 性の多様性の尊重に関すること。 

 しょうぶ会館 

（１） 隣保館の運営管理に関すること。 

（２） 児童館の運営管理に関すること。 

市民税課 

（１） 個人に係る市民税（県民税及び森林環境税を含む。）の賦課に関する

こと。 

（２） 課税台帳等の整理保管に関すること。 

（３） 市民税諸証明（納税証明を除く。）に関すること。 

（４） 軽自動車税の賦課に関すること。 

（５） 法人に係る市民税、市たばこ税及び入湯税の課税に関すること。 

資産税課 

（１） 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の賦課に関すること。 

（２） 固定資産課税台帳等の整理保管に関すること。 

（３） 固定資産税諸証明（納税証明を除く。）に関すること。 

（４） 国有資産等所在市町村交付金に関すること。 



収納課 

（１） 市税等（市税及び国民健康保険税をいう。以下同じ。）の収納に関す

ること。 

（２） 市税等の過誤納金の還付及び充当に関すること。 

（３） 土地改良区賦課金の収納に関すること。 

（４） 県民税及び森林環境税の収納及び払込みに関すること。 

（５） 納税啓発に関すること。 

（６） 市税等の納入通知書及び徴収簿の整理保管に関すること。 

（７） 市税等の督促に関すること。 

（８） 納税証明に関すること。 

（９） 市税等の口座振替に関すること。 

（１０） 市税等の徴収に関すること。 

（１１） 市税等の催告に関すること。 

（１２） 市税等の滞納処分及び処分の執行停止に関すること。 

（１３） 市税等の不納欠損に関すること。 

（１４） 徴収嘱託、受託及び引継に関すること。 

（１５） 徴収猶予及び換価の猶予に関すること。 

市民部 

市民生活課 

（１） 自治基本条例に関すること。 

（２） 自治行政運営に関すること。 

（３） 市民参加の推進に関すること。 

（４） 地縁団体の認可に関すること。 

（５） 国際交流及び国内交流に関すること。 

（６） 市民活動の推進に関すること。 

（７） コミュニティ施策の推進に関すること。 



（８） コミュニティセンターに関すること。 

（９） 特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）に基づく特定非営利

活動法人の設立認証等に関すること。 

（１０） 集会所に関すること。 

（１１） 地域交流センターに関すること。 

（１２） 各文化会館の指定管理者との連絡調整及び当該施設に係る業務に関

すること。 

（１３） 消費者行政に関すること。 

（１４） 消費生活センターに関すること。 

（１５） 法律相談及び行政相談に関すること。 

（１６） 電気工事業の登録等に関すること。 

（１７） 食品等の放射性物質検査に関すること。 

（１８） 防犯対策に関すること。 

（１９） 防犯灯の設置及び維持管理に関すること。 

（２０） 犯罪被害者等支援に関すること。 

市民課（総合窓口） 

（１） 総合窓口に関すること。 

（２） 住民基本台帳に関すること。 

（３） 戸籍の謄抄本、住民票の写し及び諸証明の交付に関すること。 

（４） 住居表示に関すること。 

（５） 印鑑登録及び証明に関すること。 

（６） 個人番号通知書及び個人番号カードに関すること。 

（７） 自動車臨時運行許可に関すること。 

（８） 公的個人認証サービスに関すること。 

（９） 戸籍届出の受理に関すること。 

（１０） 戸籍の記載、編製及び保管に関すること。 



（１１） 戸籍に係る通知及び報告に関すること。 

（１２） 埋火葬許可に関すること。 

（１３） 犯歴事務に関すること。 

（１４） 相続税法（昭和２５年法律第７３号）第５８条に関すること。 

（１５） 人口動態調査に関すること。 

（１６） 所得証明書、課税証明書、非課税証明書及び納税証明書の交付に関

すること。 

（１７） 転入学通知書の交付に関すること。 

（１８） 国民健康保険被保険者資格取得、喪失及び被保険者証の交付又は回

収に関すること。 

（１９） 国民年金被保険者資格に関すること。 

（２０） 国民年金裁定請求に関すること。 

（２１） 一般旅券発給申請等の受理及び交付に関すること。 

交通住宅課 

（１） 公共輸送に関すること。 

（２） 地域の公共交通に関すること。 

（３） 市内循環バスに関すること。 

（４） デマンド交通に関すること。 

（５） 交通安全計画及び交通安全対策会議に関すること。 

（６） 交通安全対策の企画及び推進に関すること。 

（７） 交通安全団体に関すること。 

（８） 交通安全施設の設置及び維持管理に関すること。 

（９） 交通指導員に関すること。 

（１０） 市町村交通災害共済に関すること。 

（１１） 放置自転車対策に関すること。 

 （１２） 住宅施策の企画及び総合調整に関すること。 



 （１３） 市営住宅に関すること。 

 （１４） 公的住宅の募集案内に関すること。 

 （１５） 空家等の適切な管理及び活用の促進に関すること。 

環境経済部 

環境課 

（１） 環境基本計画に関すること。 

（２） 環境政策の企画及び調整に関すること。 

（３） 環境審議会に関すること。 

（４） ゼロカーボンシティの推進に関すること。 

（５） 地球温暖化対策に関すること。 

（６） 環境マネジメントシステムに関すること。 

（７） 広域利根斎場組合との連絡調整に関すること。 

（８） 自然保護対策に関すること。 

（９） 環境保全に関すること。 

（１０） 路上喫煙の防止に関すること。 

（１１） 土砂等による埋め立て等の規制に関すること。 

（１２） 廃棄物等の不法投棄に関すること。 

（１３） 公害防止対策及び監視に関すること。 

（１４） 環境関係法令等に基づく届出及び規制に関すること。 

（１５） 電波障害対策に関すること。 

（１６） 環境衛生に関すること。 

（１７） 専用水道、簡易専用水道及び自家用水道に関すること。 

（１８） 畜犬登録及び狂犬病予防に関すること。 

（１９） 鳥獣保護等に関すること。 

（２０） 墓地等の経営の許可等に関すること。 

資源循環推進課 



 （１） 資源循環の推進に関すること。 

 （２） 一般廃棄物処理基本計画に関すること。 

（３） 一般廃棄物処理施設の整備に関すること。 

（４） 一般廃棄物処理施設の整備に伴う関係機関との連絡調整に関すること。 

（５） 久喜宮代衛生組合との連絡調整に関すること。 

 （６） 塵芥の収集に関すること。 

 （７） し尿の収集及び処理に関すること。 

 （８） 八甫清掃センターし尿処理施設に関すること。 

農業振興課 

（１） 農林畜産業の振興に関すること。 

（２） 農林畜産団体に関すること。 

（３） 農業の担い手の育成に関すること。 

（４） 農作物及び家畜の病虫害防除防疫に関すること。 

（５） 農業生産物の流通対策に関すること。 

（６） 農林金融に関すること。 

（７） 農業振興地域整備計画に関すること。 

（８） 農村センターに関すること。 

（９） しみん農園に関すること。 

（１０） 土地改良事業に関すること。 

（１１） 土地改良団体に関すること。 

（１２） 農業用施設の新設、改修及び維持管理に関すること。 

（１３） 農業災害に関すること。 

（１４） 農業者トレーニングセンターに関すること。 

（１５） 花と香りのふれあいセンターに関すること。 

（１６） あやめ及びラベンダーの維持管理に関すること。 

（１７） コスモスふれあいロードの維持管理に関すること。 



商工観光課 

（１） 商工業の振興に関すること。 

（２） 商店街の活性化に関すること。 

（３） 商工関係団体の育成に関すること。 

（４） 商店街振興組合に関すること。 

（５） 中小企業への融資に関すること。 

（６） 企業立地に関すること。 

（７） 中小企業共同流通業務総合効率化計画の認定等に関すること。 

（８） 市営久喜駅前駐車場に関すること。 

（９） 計量器に関すること。 

（１０） 産学共同研究事業に関すること。 

（１１） 雇用対策に関すること。 

（１２） 労働者の福祉に関すること。 

（１３） 勤労福祉センターに関すること。 

（１４） 労働会館に関すること。 

（１５） シルバー人材センターに関すること。 

（１６） 観光事業の企画及び実施に関すること。 

福祉部 

社会福祉課 

（１） 福祉の総合計画に関すること。 

（２） 福祉オンブズパーソンに関すること。 

（３） 民生委員及び児童委員に関すること。 

（４） 更生保護に関すること。 

（５） 災害弔慰金及び災害見舞金の支給に関すること。 

（６） 社会福祉団体に関すること。 

（７） 日本赤十字社に関すること。 



（８） 老人クラブに関すること。 

（９） 遺族会に関すること。 

（１０） 災害時要援護者に関すること。 

（１１） 戦傷病者及び戦没者遺族等の援護に関すること。 

（１２） 旧軍人等の恩給に関すること。 

（１３） 未帰還者及び引揚者の援護に関すること。 

（１４） 社会福祉協議会に関すること。 

（１５） 災害救助に関すること。 

（１６） 福祉の統計に関すること。 

（１７） 敬老祝金等に関すること。 

（１８） 各種募金及び義援金品取扱いに関すること。 

（１９） 福祉の総合的な相談に関すること。 

（２０） ふれあいセンター久喜の管理に関すること。 

（２１） 健康福祉センターの管理に関すること。 

（２２） 社会福祉法人の認可等に関すること。 

（２３） 社会福祉法人の指導監査に関すること。 

（２４） 社会福祉法人認可等審査会に関すること。 

（２５） 社会福祉連携推進法人の認定等に関すること。 

（２６） 社会福祉連携推進法人の指導監査に関すること。 

（２７） 地域密着型サービス事業者及び居宅介護支援事業者の指導監査に関

すること。 

（２８） 介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指導監査に関するこ

と。 

（２９） 介護保険施設等の設置運営に係る介護保険事業者への立入検査等に

関すること。 

（３０） 保育所の施設指導監査に関すること。 



（３１） 家庭的保育事業等の施設指導監査に関すること。 

（３２） 特定教育・保育施設等の指導監査に関すること。 

（３３） 特定子ども・子育て支援施設等の指導監査に関すること。 

（３４） 放課後児童クラブへの立入検査等に関すること。 

（３５） 認可外保育施設への立入検査等に関すること。 

（３６） 各行政センターにおける生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）

による保護の相談及び受付に関すること。 

（３７） 各行政センターにおける障がい者に係る諸手当の相談及び受付に関

すること。 

（３８） 各行政センターにおける重度心身障害者医療費の相談及び受付に関

すること。 

（３９） 各行政センターにおける難病患者見舞金の相談及び受付に関するこ

と。 

（４０） 各行政センターにおける地域生活支援事業の相談及び受付に関する

こと。 

（４１） 各行政センターにおける障がい者福祉に係る相談、受付及び支援等

に関すること。 

（４２） 各行政センターにおける障がい児に係る相談及び受付に関すること。 

（４３） 各行政センターにおける在宅高齢者の生活支援事業の相談及び受付

に関すること。 

（４４） 各行政センターにおける介護予防事業に関すること。 

（４５） 各行政センターにおける老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）

による福祉の援護及び措置の相談・受付に関すること。 

（４６） 各行政センターにおける総合相談支援及び権利擁護に関すること。 

（４７） 各行政センターにおける介護保険被保険者資格に係る受付に関する

こと。 



（４８） 各行政センターにおける第１号被保険者の介護保険料の賦課徴収に

関すること。 

（４９） 各行政センターにおける介護保険相談に関すること。 

（５０） 各行政センターにおける要介護認定に係る相談及び受付に関するこ

と。 

（５１） 菖蒲行政センター及び鷲宮行政センターにおける保健業務に係る健

康スポーツ部との連絡調整に関すること。 

生活支援課 

（１） 生活保護法による保護に関すること。 

（２） 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。 

（３） 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）によ

る支援に関すること。 

（４） 生活困窮者自立支援法（平成２５年法律第１０５号）による支援に関

すること。 

（５） 法外援護に関すること。 

障がい者福祉課 

（１） 障害者手帳の交付に関すること。 

（２） 障がい者計画、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画に関すること。 

（３） 障がい者及び障がい児に係る諸手当に関すること。 

（４） 重度心身障害者医療費に関すること。 

（５） 難病患者見舞金に関すること。 

（６） 障がい者及び障がい児の援護に関すること。 

（７） 障がい者及び障がい児に係る相談及び指導に関すること。 

（８） 障害福祉サービスに関すること。 

（９） 障がい者施設及び心身障がい児通園施設の指定管理者との連絡調整及



び当該施設に係る業務に関すること。 

（１０） 障がい者施策推進協議会に関すること。 

（１１） 地域生活支援事業に関すること。 

（１２） 自立支援協議会及び基幹相談支援センターに関すること。 

（１３） その他障がい者福祉に関すること。 

高齢者福祉課 

（１） 高齢者福祉施策に関すること。 

（２） 在宅高齢者の生活支援事業に関すること。 

（３） 老人福祉法による福祉の援護及び措置に関すること。 

（４） 介護予防事業に関すること。 

（５） 指定介護予防支援事業者の指定に関すること。 

（６） 介護予防・日常生活支援総合事業を行う事業者の指定に関すること。 

（７） 地域包括支援センターに関すること。 

（８） 介護予防ケアマネジメントに関すること。 

（９） 総合相談支援及び権利擁護に関すること。 

（１０） 高齢者福祉センター「いきいき温泉久喜」に関すること。 

（１１） 老人福祉センターに関すること。 

（１２） 彩嘉園に関すること。 

（１３） 偕楽荘の指定管理者との連絡調整及び当該施設に係る業務に関する

こと。 

介護保険課 

（１） 介護保険施策に関すること。 

（２） 介護保険被保険者資格に関すること。 

（３） 第１号被保険者の介護保険料の賦課徴収に関すること。 

（４） 介護保険の給付に関すること。 

（５） 介護保険の給付に係る介護保険事業者への立入検査等に関すること。 



（６） 介護サービス等の利用者負担の助成に関すること。 

（７） 介護老人福祉施設等の整備に関すること。 

（８） 地域密着型サービス事業者及び居宅介護支援事業所の指定に関するこ

と。 

（９） 介護支援専門員の指導及び助言等に関すること。 

（１０） 介護保険相談に関すること。 

（１１） 要介護認定事務に関すること。 

健康スポーツ部 

健康医療課 

（１） 健康増進計画に関すること。 

（２） 献血の普及及び推進に関すること。 

（３） 食育推進計画に関すること。 

（４） 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）に関すること。 

（５） 自殺対策計画に関すること。 

（６） 地域医療体制に関すること。 

（７） 学生実習に関すること。 

（８） 地域医療の連絡及び調整に関すること。 

地域保健課 

（１） 健康管理システムの運用に関すること。 

（２） 保健センターの維持管理に関すること。 

（３） 保健事業の企画及び運営に関すること。 

（４） 精神保健に関すること。 

（５） 自殺対策に関すること。 

（６） 歯科保健に関すること。 

（７） 各種健（検）診に関すること。 

（８） 各種健康相談及び指導に関すること。 



（９） 食生活改善及び栄養指導に関すること。 

国民健康保険課 

（１） 国民健康保険事業の企画運営に関すること。 

（２） 国民健康保険の給付に関すること。 

（３） 国民健康保険の統計調査報告に関すること。 

（４） 診療報酬請求書の審査に関すること。 

（５） 国民健康保険税の賦課に関すること。 

（６） 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）に規定

する保険料の徴収に関すること。 

（７） 高齢者の医療の確保に関する法律施行令（平成１９年政令第３１８号）

第２条に規定する事務に関すること。 

スポーツ振興課 

（１） 各種スポーツ事業の企画、立案及び実施に関すること。 

（２） スポーツ及びレクリエーションの振興に関すること。 

（３） スポーツ団体及びレクリエーション団体の支援に関すること。 

（４） スポーツ推進委員に関すること。 

（５） 学校体育施設の開放に関すること。 

（６） 体育施設の整備に関すること。 

（７） 各体育施設の指定管理者との連絡調整及び当該施設に係る業務に関す

ること。 

こども未来部 

子育て支援課 

（１） 子育て支援施策の計画に関すること。 

（２） 子育て支援の総合的な企画及び調整に関すること。 

（３） 児童福祉審議会に関すること。 

（４） 地域子育て支援拠点事業に関すること。 



（５） 子育て支援センターに関すること。 

（６） ファミリー・サポート・センターに関すること。 

（７） つどいの広場に関すること。 

（８） 子育てガイドブックに関すること。 

（９） 子ども医療費に関すること。 

（１０） ひとり親家庭等医療費に関すること。 

（１１） 母子及び父子並びに寡婦の福祉に関すること。 

（１２） 児童手当（職員に係るものを除く。）に関すること。 

（１３） 児童扶養手当に関すること。 

（１４） 赤ちゃんスマイル祝金に関すること。 

（１５） 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成１７年法律第１２３号）による自立支援医療（育成医療）に関すること。 

（１６） 未熟児養育医療費に関すること。 

（１７） 日曜開庁時における母子健康手帳の交付に関すること。 

（１８） 各行政センターにおける母子保健に係る申請の受付に関すること。 

（１９） 各行政センターにおける保育所等の入所申請に関すること。 

（２０） 各行政センターにおける保育料の徴収に関すること。 

（２１） 各行政センターにおける保育所等との連絡調整に関すること。 

（２２） 各行政センターにおける認定こども園に係る事務に関すること。 

（２３） 各行政センターにおける青少年団体との連絡調整に関すること。 

（２４） 各行政センターにおける学童保育に係る事務に関すること（施設の

維持管理及び保育料助成金の支給事務を除く。）。 

 こども家庭保健課 

（１） 子ども家庭支援全般に関すること。 

（２） 要保護・要支援児童等の支援に関すること。 

（３） 支援を要する子ども等へのサポートプランの作成及び連絡調整に関す



ること。 

（４） 家庭児童相談室に関すること。 

（５） おもちゃ図書館に関すること。 

（６） ことばのグループに関すること。 

（７） 要保護児童対策地域協議会等に関すること。 

（８） 助産に関すること。 

（９） 母子生活支援に関すること。 

（１０） 子どものショートステイに関すること。 

（１１） 子育て支援ホームヘルパーの派遣に関すること。 

（１２） 利用者支援事業に関すること。 

（１３） 子育て世帯訪問支援事業に関すること。 

（１４） 児童育成支援拠点事業に関すること。 

（１５） 親子関係形成支援事業に関すること。 

（１６） 地域相談機関に関すること。 

（１７） 母子愛育会地域活動に関すること。 

（１８） 母子健康手帳の交付に関すること。 

（１９） 妊産婦健康診査に関すること。 

（２０） ママ・パパ教室に関すること。 

（２１） 乳幼児健康診査に関すること。 

（２２） 乳幼児相談に関すること。 

（２３） 母子訪問指導に関すること。 

（２４） 産後ケアに関すること。 

（２５） 不妊検査、不育症検査及び不妊治療の費用の助成に関すること。 

（２６） 新生児聴覚検査費助成に関すること。 

（２７） 出産・子育て応援事業に関すること。 

（２８） 地域保健課との連絡調整に関すること。 



保育幼稚園課 

（１） 保育の実施に関すること。 

（２） 保育料に関すること。 

（３） 保育所等に係る給付費及び補助金に関すること。 

（４） 幼児教育・保育無償化に係る給付費に関すること。 

（５） 保育所等との連絡調整に関すること。 

（６） 公立保育所の管理運営に関すること。 

（７） 公立保育所の給食に関すること。 

（８） 保育所等の指導及び助言に関すること。 

（９） 認可外保育施設に対する指導及び助言に関すること。 

（１０） 家庭的保育事業等の指導及び助言に関すること。 

（１１） 家庭的保育事業等の認可に関すること。 

（１２） 認定こども園の認可又は認定等の事務手続に関すること。 

（１３） 保育の必要性の認定に関すること。 

（１４） 一時預かり事業に関すること。 

（１５） 病児・病後児保育事業に関すること。 

（１６） 保育所の設置認可に関すること。 

（１７） 保育所等に係る確認に関すること。 

（１８） 実費徴収に係る補足給付に関すること。 

（１９） 保育所等の施設整備に関すること。 

（２０） 公立幼稚園の管理運営に関すること。 

（２１） 公立幼稚園及び私立幼稚園における幼児教育の無償化に関すること。 

（２２） 私立幼稚園の補助に関すること。 

 こども育成課 

（１） 子どもの貧困対策に関すること。 

（２） 子ども食堂等に関すること。 



（３） 青少年の健全育成に関すること。 

（４） 青少年問題協議会に関すること。 

（５） 児童センター及び児童館に関すること。 

（６） 児童館等の設置認可に関すること。 

（７） 屋内型こどもの遊び場に関すること。 

（８） 放課後児童健全育成事業に関すること。 

（９） 放課後児童クラブの施設及び設備の整備に関すること。 

（１０） 放課後児童クラブの管理運営に関すること。 

（１１） 放課後児童クラブの指定及び指導に関すること。 

建設部 

建設管理課 

（１） 道路、河川等の占用及び使用に関すること。 

（２） 道路側溝等への排水接続に関すること。 

（３） 道路、河川、水路等の払下げ等に関すること。 

（４） 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２４条に関すること。 

（５） 国道及び県道の整備等に関すること。 

（６） 国土交通省所管国有財産の管理に関すること（県知事から委任を受け

たものに限る。）。 

（７） 特殊車両の通行に関すること。 

（８） 道路ボランティアに関すること。 

（９） 屋外広告物の簡易除却事務に関すること。 

（１０） 道路事故補償に関すること。 

（１１） 市道路線の認定、変更、廃止、区域の決定及び供用開始に関するこ

と。 

（１２） 道路、河川、水路等の境界確認に関すること。 

（１３） 道路台帳の整備及び保管に関すること。 



（１４） 街区基準点に関すること。 

（１５） 開発許可申請に係る事前協議等に関すること。 

（１６） 私道の寄附採納及び登記に関すること。 

（１７） 道路、河川、水路等に関する諸証明に関すること。 

（１８） 道路及び水路事業に係る土地及び家屋等（以下「用地等」という。）

の取得並びに収用に関すること。 

（１９） 都市施設に係る用地等の取得及び収用に関すること。 

（２０） 用地等の取得に伴う支障物件の移転及び除去に係る損失補償に関す

ること。 

（２１） 道路及び水路事業に伴う登記に関すること。 

（２２） 代替地の登録制度に関すること。 

（２３） 公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７年法律第６６号）に基

づく届出等に関すること。 

（２４） 第二庁舎の管理に関すること。 

道路建設課 

（１） 道路及び橋りょうの新設、改良の計画及び工事に関すること。 

（２） 橋りょうの維持、管理及び補修に関すること。 

（３） 橋りょうの架け換えに関すること。 

（４） 橋りょうの管理協定に関すること。 

（５） 県の河川改修に関すること（市道橋の架け換えに関することに限る。）。 

（６） 道路整備に係る用地等の取得及び収用に関すること（建設管理課に属

するものを除く。）。 

（７） 土地取得に伴う支障物件の移転及び除去に係る損失補償に関すること

（建設管理課に属するものを除く。）。 

道路維持課 

（１） 道路等の維持、管理及び補修に関すること。 



（２） 交通安全施設に関すること。 

（３） 道路パトロールに関すること。 

（４） 道路レスキューに関すること。 

（５） 街路樹の管理に関すること。 

（６） 道路施設等に係る災害に関すること。 

（７） 道路等の管理協定に関すること。 

（８） 屋外広告物の簡易除却事務に関すること（建設管理課に属するものを

除く。）。 

 治水河川課 

（１） 治水に関すること。 

（２） 河川及び水路の維持、管理及び補修に関すること。 

（３） 河川及び水路のパトロールに関すること。 

 （４） 河川及び水路の管理協定に関すること。 

 （５） 調整池に関すること（下水道施設課に属するものを除く。）。 

 （６） ポンプ場の維持、管理及び補修に関すること（下水道施設課に属する

ものを除く。）。 

 （７） 特定都市河川浸水被害対策法（平成１５年法律第７７号）に基づく申

請に関すること。 

 （８） 水路事故補償に関すること。 

（９） 河川及び水路の新設、改良の計画及び工事に関すること。 

（１０） 県の河川改修に関すること（道路建設課に属するものを除く。）。 

（１１） ポンプ場の新設、改良の計画及び工事に関すること（下水道施設課

に属するものを除く。）。 

 まちづくり推進部 

都市計画課 

（１） 国土利用計画及び土地利用基本計画に関すること。 



（２） 都市計画マスタープランに関すること。 

（３） 都市計画の調査、計画、決定及び変更に関すること。 

（４） 都市計画図等の地図の作成及び頒布に関すること。 

（５） 景観法（平成１６年法律第１１０号）に基づく届出の受理及び勧告に

関すること。 

（６） 駐車場法（昭和３２年法律第１０６号）に基づく届出に関すること。 

（７） 特定路外駐車場に係る基準適合命令等に関すること。 

（８） 地区計画に基づく届出及び勧告に関すること。 

（９） 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）に基づく開発行為の許可等

に関すること。 

（１０） 国土利用計画法（昭和４９年法律第９２号）に基づく届出に関する

こと。 

（１１） 地価公示及び地価調査に関すること。 

（１２） 違反開発の是正指導及び措置に関すること。 

（１３） 遊休土地に係る諸措置に関すること。 

（１４） 首都圏氾濫区域堤防強化対策の調整に関すること。 

都市整備課 

（１） 駅前広場及び連絡通路等の整備及び管理に関すること。 

（２） 市街地再開発の計画、決定及び変更に関すること（駅周辺再開発推進

室に属するものを除く。）。 

（３） 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）に規定する建築行為等

の制限の許可に関すること。 

（４） 土地区画整理の計画、決定及び変更に関すること（産業拠点整備推進

課に属するものを除く。）。 

産業拠点整備推進課 

（１） 圏央道に関すること。 



（２） スマートインターチェンジの設置に関すること。 

（３） スマートインターチェンジ周辺等の土地利用整備及び推進に関するこ

と。 

（４） 高柳地区産業団地整備に関すること。 

（５） 栗橋駅西土地区画整理事業の換地処分に伴う清算に関すること。 

公園緑地課 

（１） 公園の計画及び整備に関すること（余熱利用推進室に属するものを除

く。）。 

（２） 緑化の推進に関すること。 

（３） 公園の維持管理に関すること。 

（４） 公園の使用許可に関すること。 

（５） 生産緑地に関すること。 

（６） 公園台帳の整備に関すること。 

（７） 公園の市民相談窓口に関すること。 

建築審査課 

（１） 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）に基づく申請書等の受付、

審査及び検査並びに確認済証、許可書、通知書等の交付に関すること。 

（２） 建築基準法の道路に関すること。 

（３） 違反建築物の是正指導及び措置に関すること。 

（４） 建築審査会の運営等に関すること。 

（５） 建築計画概要書等の閲覧及び写しの交付に関すること。 

（６） 租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）に基づく優良住宅の認定

に関すること。 

（７） 埼玉県屋外広告物条例（昭和５０年埼玉県条例第４２号）に基づく屋

外広告物の許可及び違反是正指導に関すること。 

（８） 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１



０４号）に基づく分別解体等の実施に係る事務に関すること。 

（９） 建築相談及び共同住宅の建築の指導に関すること。 

（１０） 建築統計及び諸報告に関すること。 

（１１） 建築基準法に基づく定期報告、防災査察に関すること。 

（１２） 被災建築物応急危険度判定に関すること。 

（１３） 建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号）

の施行に関すること。 

（１４） 久喜市既存建築物耐震補強等助成金交付要綱（平成２４年久喜市告

示第１６３号）及び久喜市分譲マンション耐震診断助成金交付要綱（平成２

９年久喜市告示第１７７号）に関すること。 

（１５） 埼玉県福祉のまちづくり条例（平成７年埼玉県条例第１１号）に基

づく届出書等の受付及び審査に関すること（建築物に限る。）。 

（１６） 住宅地区改良法（昭和３５年法律第８４号）に基づく許可等に関す

ること。 

（１７） 久喜市中高層建築物の建築に係る紛争の防止に関する要綱（平成２

６年久喜市告示第１３７号）に関すること。 

（１８） 久喜市地区計画区域内建築物等の制限に関する条例（平成２２年久

喜市条例第２００号）に基づく許可等に関すること。 

（１９） 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）

に基づく認定等に関すること。 

（２０） 建築後退用地取得促進事業に関すること。 

（２１） 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成２７年法

律第５３号）に関すること。 

（２２） 住宅リフォーム相談に関すること。 

（２３） 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４号）に

基づく認定等に関すること（建築物に限る。）。 



（２４） マンション管理の適正化及び建替えの円滑化に関すること。 

上下水道部 

上下水道経営課 

（１） 下水道使用料に関すること。 

（２） 下水道事業受益者負担金の賦課及び徴収に関すること。 

（３） 農業集落排水処理施設使用料に関すること。 

（４） 農業集落排水処理事業受益者分担金の賦課及び徴収に関すること。 

（５） 下水道事業会計に関すること。 

（６） 下水道の事業計画及び認可申請に関すること。 

下水道施設課 

（１） ポンプ場の建設に関すること。 

（２） 下水道に係る工事の施工及び監督に関すること。 

（３） 下水道台帳の作成及び保管に関すること。 

（４） 下水道の維持管理に関すること。 

（５） ポンプ場の維持管理に関すること。 

（６） 農業集落排水処理場の維持管理に関すること。 

（７） 排水設備工事の審査及び承認等に関すること。 

（８） 浄化槽の設置及び維持管理指導に関すること。 

（９） 水洗化の普及に関すること。 

（１０） 水洗便所改造資金貸付に関すること。 

（１１） 指定工事店に関すること。 

（１２） 下水道の水質に関すること。 

２ 前項に規定する分掌事務のうち、次の表に掲げる事務については、同表の所

管課欄に掲げる課の所管とする。 

課名 事務 所管課 



社会福祉課 生活支援課の所管に属する同様の事務 生活支援課 

障がい者福祉課の所管に属する同様の事

務 

障がい者福祉課 

高齢者福祉課の所管に属する同様の事務 高齢者福祉課 

介護保険課の所管に属する同様の事務 介護保険課 

地域保健課の所管に属する同様の事務 地域保健課 

子育て支援課 こども家庭保健課の所管に属する同様の

事務 

こども家庭保健課 

保育幼稚園課の所管に属する同様の事務 保育幼稚園課 

こども育成課の所管に属する同様の事務 こども育成課 

（機関又は施設の分掌事務） 

第７条 第３条第２項の表に掲げる機関又は施設の分掌事務は、次のとおりとす

る。 

情報推進課 

デジタル戦略室 

（１） 高度情報化、情報処理及び電気通信に係る総合的な政策に関すること。 

（２） デジタルトランスフォーメーションの推進に関すること。 

（３） 行政手続の電子化の推進に関すること。 

（４） 社会保障・税番号制度に関する施策の企画及び総合調整に関すること。 

庶務課 

 環境経済・教育分室 

（１） 畜犬登録鑑札及び狂犬病予防注射済票の交付に関すること。 

（２） 環境経済部との連絡調整に関すること。 

（３） 教育委員会事務局との連絡調整に関すること。 

公文書館 

（１） 歴史公文書の保存及び利用に関すること。 



（２） 公文書館活動としての調査及び研究に関すること。 

（３） 非現用公文書の管理に関すること。 

（４） ファイリング・システムに関すること。 

（５） 情報公開制度に関すること。 

（６） 個人情報保護制度に関すること。 

（７） 行政資料コーナーに関すること。 

（８） 審議会等の会議の公開に関すること。 

（９） 公文書館の維持管理に関すること。 

人事課 

職員健康支援室 

（１） 職員の健康管理に関すること。 

（２） 労働安全衛生に関すること。 

（３） 働き方改革の推進に関すること。 

管財課 

検査室 

（１） 工事の検査に関すること。 

（２） 物品購入の検査に関すること。 

（３） 業務委託の検査に関すること。 

 本庁舎整備推進室 

  本庁舎の整備（増築）に関すること。 

市民生活課 

 久喜中央コミュニティセンター、清久コミュニティセンター及び久喜東コミ

ュニティセンター 

  コミュニティセンターの管理運営に関すること。 

消費生活センター 

消費生活センターに関すること。 



資源循環推進課 

余熱利用推進室 

（１） 余熱利用施設の整備に関すること。 

（２） （仮称）本多静六記念 市民の森・緑の公園の整備に関すること。 

社会福祉課 

ふれあいセンター久喜 

（１） 施設の利用許可に関すること。 

（２） 施設及び設備の提供に関すること。 

（３） 事業関係各課との連絡調整に関すること。 

（４） ふれあいセンター久喜の管理運営に関すること。 

（５） 高齢者及び障がい者等に必要な便宜の供与に関すること。 

（６） 戸籍の謄抄本、住民票の写し、印鑑登録証明書及び諸証明書の交付に

関すること。 

（７） 個人市県民税の直近の年度分の所得証明書、課税証明書、非課税証明

書及び納税証明書の交付に関すること。 

高齢者福祉課 

菖蒲老人福祉センター 

菖蒲老人福祉センターの管理運営に関すること。 

彩嘉園 

彩嘉園の管理運営に関すること。 

鷲宮福祉センター 

鷲宮福祉センターの管理運営に関すること。 

地域保健課 

予防接種室 

（１） 予防接種に関すること。 

（２） 感染症の予防に関すること（危機管理課に属するものを除く。）。 



子育て支援課 

久喜地域子育て支援センター、栗橋地域子育て支援センター及び鷲宮地域子

育て支援センター 

子育て支援センターの管理運営に関すること。 

保育幼稚園課 

保育園 

（１） 入所児童の保育に関すること。 

（２） 保護者との連絡に関すること。 

こども育成課 

児童センター及び鷲宮児童館 

（１） 集団及び個別の遊びの指導に関すること。 

（２） 遊びを通した体力増進の指導に関すること。 

（３） 児童に関係する地域組織活動の育成助長及びその指導者の養成に関す

ること。 

（４） その他児童の健全育成に必要な活動に関すること。 

（５） 施設の管理運営に関すること。 

 都市整備課 

  駅周辺再開発推進室 

   駅周辺の市街地再開発に関すること。 

２ 前項に規定する環境経済・教育分室の分掌事務のうち、環境課の所管に属す

る同様の事務については、環境課の所管とする。 

（行政センターの分掌事務） 

第８条 第４条第１項に規定する各行政センターの分掌事務は、次のとおりとす

る。 

菖蒲行政センター、栗橋行政センター及び鷲宮行政センター 

（１） 来庁者の受付及び案内に関すること。 



（２） 文書事務に関すること。 

（３） 公印の管理に関すること。 

（４） 寄附の受付に関すること。 

（５） 各種選挙の執行管理に関すること。 

（６） ふるさと納税の受付に関すること。 

（７） 人権啓発活動及び人権相談に関すること。 

（８） 女性の相談に関すること。 

（９） 情報公開請求の受付に関すること。 

（１０） 個人情報開示請求等の受付に関すること。 

（１１） 所管区域の市有財産の管理及び処分に関すること。 

（１２） 行政センター庁舎の管理に関すること。 

（１３） 所管区域の公用自動車の管理に関すること。 

（１４） 市旗の貸出及び保管に関すること。 

（１５） 電子計算システムの維持管理に関すること。 

（１６） 行政センター内の総合調整に関すること。 

（１７） 自治行政運営に係る事務に関すること。 

（１８） 地縁団体の認可に係る事務に関すること。 

（１９） 国際交流団体に係る事務に関すること。 

（２０） 市民活動の推進に係る事務に関すること。 

（２１） コミュニティ事業に係る事務に関すること。 

（２２） コミュニティセンターの業務に関すること。 

（２３） 消費生活相談の事務に関すること。 

（２４） 法律相談及び行政相談の事務に関すること。 

（２５） 防犯対策の事務に関すること。 

（２６） 市内循環バス及びデマンド交通の事務に関すること。 

（２７） 交通安全対策の事務に関すること。 



（２８） 交通安全団体との連絡調整に関すること。 

（２９） 交通指導員との連絡調整に関すること。 

（３０） 市町村交通災害共済の受付に関すること。 

（３１） 放置自転車対策の事務に関すること。 

（３２） 防災及び災害対策の事務に関すること。 

（３３） 消防団との連絡調整に関すること。 

（３４） 所管区域における局所的災害への対応に関すること。 

（３５） 畜犬登録鑑札及び狂犬病予防注射済票の交付に関すること（菖蒲行

政センターを除く。）。 

（３６） 住民基本台帳に関すること。 

（３７） 戸籍の謄抄本、住民票の写し及び諸証明書の交付に関すること。 

（３８） 住居表示に関すること。 

（３９） 印鑑登録及び証明に関すること。 

（４０） 個人番号通知書及び個人番号カードに関すること。 

（４１） 自動車臨時運行許可に関すること。 

（４２） 公的個人認証サービスに関すること。 

（４３） 戸籍届出の受理に関すること。 

（４４） 戸籍の記載、編製及び保管に関すること。 

（４５） 戸籍に係る通知及び報告に関すること。 

（４６） 埋火葬許可に関すること。 

（４７） 国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者資格取得、喪失及

び被保険者証の交付又は回収に関すること。 

（４８） 国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の賦課の相談に関するこ

と。 

（４９） 国民健康保険及び後期高齢者医療制度の給付に係る申請の受付に関

すること。 



（５０） 国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度事業の相談・受付に関す

ること。 

（５１） 国民年金被保険者資格に関すること。 

（５２） 国民年金裁定請求に関すること。 

（５３） 市税に係る申請書、届出書、申告書等の受領及び連絡に関すること。 

（５４） 所得証明書、課税証明書、非課税証明書及び納税証明書の交付に関す

ること。 

（５５） 軽自動車の登録及び廃止に関すること。 

（５６） 固定資産課税台帳の写しの閲覧及び交付に関すること。 

（５７） 固定資産税に係る評価額証明書、評価額通知書、公租公課証明書及

び所有証明書の交付に関すること。 

（５８） 土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧に関すること。 

（５９） 市税等に係る納付書の再発行に関すること。 

（６０） 現金の出納及び保管に関すること。 

（６１） 現金の記録管理に関すること。 

（６２） 郵便切手類の売りさばきに関すること。 

（６３） 転入学通知書の交付に関すること。 

（６４） 森下コミュニティセンターにおける住民票の写し、印鑑登録証明書、

住民票記載事項証明書及び年金受給者の現況届に係る証明書の交付に関する

こと（菖蒲行政センターに限る。）。 

（６５） 久喜市部設置条例（平成２２年久喜市条例第９号）第１条に定める

組織が行う事務の補助に関すること。 

（６６） 久喜市部設置条例第１条に定める組織及び教育委員会事務局との連

絡調整に関すること。 

２ 前項に規定する分掌事務のうち、次の表に掲げる事務については、同表の所

管課欄に掲げる課の所管とする。 



課名 事務 所管課 

菖蒲行政セ

ンター、栗橋

行政センタ

ー及び鷲宮

行政センタ

ー 

危機管理課の所管に属する同様の事務 危機管理課 

シティセールス課の所管に属する同様の事

務 

シティセールス課 

管財課の所管に属する同様の事務 管財課 

人権推進課の所管に属する同様の事務 人権推進課 

市民税課の所管に属する同様の事務 市民税課 

資産税課の所管に属する同様の事務 資産税課 

環境課の所管に属する同様の事務 環境課 

国民健康保険課の所管に属する同様の事務 国民健康保険課 

（各行政センターの機関又は施設の分掌事務） 

第９条 第４条第３項の表に掲げる機関又は施設の分掌事務は、次のとおりとす

る。 

菖蒲行政センター 

森下コミュニティセンター 

コミュニティセンターの管理運営に関すること。 

栗橋行政センター 

栗橋中央コミュニティセンター 

コミュニティセンターの管理運営に関すること。 

鷲宮行政センター 

鷲宮中央コミュニティセンター 

コミュニティセンターの管理運営に関すること。 

（職の設置） 

第１０条 次の表の左欄に掲げる組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、 

その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。ただし、参事、室付、 

部付、主幹、課長補佐、副館長、副センター長及び課付の職は、必要に応じて



置くものとする。 

組織 職 職務 

室及び部 室長 上司の命を受け、室の事務を掌理し、その事務を処理

するため、所属の職員を指揮監督する。 

部長 上司の命を受け、部の事務を掌理し、その事務を処理

するため、所属の職員を指揮監督する。 

副室長 室長を補佐し、職員の担任する事務を監督し、室の事

務を整理する。 

副部長 部長を補佐し、職員の担任する事務を監督し、部の事

務を整理する。 

参事 上司の命を受け、特に指定された事項を処理するとと

もに、当該指定事項について室長又は部長を補佐し、

職員の担任する事務を監督及び整理する。 

室付 上司の命を受け、室の特定の業務に従事する。 

部付 上司の命を受け、部の特定の業務に従事する。 

第３条第

１項及び

第４条第

１項に規

定する課

等 

課長及び館長 上司の命を受け、所属の事務を掌理し、その事務を処

理するため、所属の職員を指揮監督する。 

センター長 上司の命を受け、行政センターを統括するとともに、

所属の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属

の職員を指揮監督する。 

主幹 上司の命を受け、特に指定された担当の事務を掌理

し、その事務を処理し、又は事務に従事する職員があ

るときは、これを指揮監督する。 

課長補佐 上司の命を受け、課長を補佐し、課の事務を処理する

とともに、所属の職員を指揮監督する。 



副館長 上司の命を受け、館長を補佐し、館の事務を処理する

とともに、所属の職員を指揮監督する。 

副センター長 上司の命を受け、センター長を補佐し、行政センター

の事務を処理するとともに、所属の職員を指揮監督す

る。 

課付 上司の命を受け、特定の業務に従事する。 

係 係長 上司の命を受け、係の事務を処理するとともに、所属

の職員を指揮監督する。 

２ 前項に規定する職のほか、市長は、必要に応じて、第３条第２項及び第４条

第３項に規定する機関又は施設に、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務

は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。 

職 職務 

室長 上司の命を受け、前項に規定する課長及び館長（以下「課長等」

という。）を補佐し、指定された課の事務を処理するとともに、

所属の職員を指揮監督する。 

館長 上司の命を受け、課長等を補佐し、館の事務を処理するととも

に、所属の職員を指揮監督する。 

副館長 上司の命を受け、館長を補佐し、館の事務を処理するとともに、

所属の職員を指揮監督する。 

所長 上司の命を受け、課長等を補佐し、事務所又はセンターの事務

を処理するとともに、所属の職員を指揮監督する。 

副所長 上司の命を受け、所長を補佐し、事務所又はセンターの事務を

処理するとともに、所属の職員を指揮監督する。 

園長 上司の命を受け、園の事務を処理するとともに、所属の職員を

指揮監督する。 



副園長 上司の命を受け、園長を補佐し、園の事務を処理するとともに、

所属の職員を指揮監督する。 

３ 前２項に規定する職のほか、市長は、必要に応じて、次の表の左欄に掲げる

職を置き、その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。 

職 職務 

危機管理

監 

上司の命を受け、危機管理に関する事務を掌理し、その事務を処理

し、又は事務に従事する職員があるときは、これを指揮監督する。 

副主幹 上司の命を受け、課長等を補佐し、指定された課の事務を処理する

とともに所属の職員を指揮監督する。 

担当主査 上司の命を受け、担任する事務を掌理し、その事務を処理し、その

事務に従事する職員があるときは、これを指揮監督する。 

第１１条 前条に規定する職のほか、主査、主任、主事、技師及びその他必要な

職を置く。 

２ 主査は、上司の命を受け、困難な事務又は技術に従事する。 

３ 主任は、上司の命を受け、高度の知識又は経験に基づく事務又は技術に従事

する。 

４ 主事及び技師は、上司の命を受け、事務又は技術に従事する。 

（組織の特例） 

第１２条 市長は、臨時又は特別の事務で、この規則に定める組織により処理す

ることが適当でない事務については、別に定めるところにより、本部又はプロ

ジェクト・チームを設けて処理させることができる。 

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 


